
消防隊を増隊（組織改変） 

 

当消防組合は、紀の川市・岩出市を管轄としており、中消防署、東消防署及び

南消防署の３消防署があります。 

この度、災害対応能力を強化するため、平成３０年４月１日から通常体制で同

時出動可能な消防隊を１隊増隊し計８隊としました。増隊したのは岩出市に所

在する中消防署で、１２人体制から１５人体制としました。このことにより、火

災、救急、救助等の災害時案の集中時や応援隊が必要な事案の場合、現場到着時

間を短縮することができ、災害の被害軽減や救命率の向上につながるものと考

えています。 

 また、消防隊を１隊増隊するにあたり、当消防組合の組織を改変しました。職

員数を増やさず出動待機人員１隊分を確保するために、３消防署の勤務体制を

３部制から２部制に変更しました。 

今後も災害に強い街づくりのため、職員一丸となって消防力の強化に努めて

まいります。 

 

監査委員公平委員会

1 2

班 班

2

班班

第 第第

1 1 2

班 班

第 第

南消防署

第

情報公開・個人情報保

護審査委員 副管理者 会計管理者管理者 組合議会

総 務 課 予 防 課 警 防 課
防災

センター
中消防署 東消防署

（派遣）

救
急
救
助
班

通
信
指
令
班

和歌山指令センター警

務 画

庶 企 設 危

険

物

班班 班

第
１
班班 班

備 防

那賀消防組合

組 織 機 構

消防本部

消防長

次　長

第
１
班

第
２
班

第
３
班

第
２
班

第
３
班


